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居宅介護支援重要事項説明書 

１． 長生園が提供するサービスについての相談窓口 

電 話 ０９９６－２１－１２５０  FAX ０９９６－２１－１２６４ 

 担当者 介護支援専門員 

２． 居宅介護支援センター長生園の概要 

（１） 居宅介護支援事業者の事業所番号及びサービス提供地域 

事    業   者   名 「在宅介護支援センター長生園」 

代  表  者    理事長 永井利明 

所      在      地  薩摩川内市大小路町２１番５号 

電 話 番 号    ０９９６-２１-１２５０ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０９９６-２１-１２６４ 

開 設 年 月 日  平成１１年１１月 １日 

介護保険事業所番号  ４６７０２００１０６ 

サービス 提供 地域  通常の実施地域は、薩摩川内市内とする。但し、

甑地域は除く。 

（２） 職員体制 

管  理  者  １名    

介護支援専門員  ２名以上 （管理者含む） 

（３） 営業日及び営業時間 

営  業  日   月曜日から土曜日までとする。（但し、8月 14日から

15日と 12月 30日から 1月 3日まで及び祝日を除く） 

営 業 時 間   午前 9時から午後 6時 15分までとする。 

               ※２４時間連絡が取れる体制をとっています。 

３． 居宅介護支援の申込みからサービス提供まで 

支援の申込み ⇒ 事前訪問（情報収集） ⇒ サービス計画策定 ⇒ 

   サービス計画の説明 ⇒ サービス利用同意 ⇒ サービス提供 

   

４．利用料金等 

（１） 利用料 

①居宅介護支援サービスに関しては、事業所が法律の規定に基づいて、介護保険

からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、利用者

の自己負担はありません。 

 但し、利用者の介護保険料の滞納等により、事業所が介護保険からサービス利用

料金に相当する給付を受領することができない場合は、サービス利用料金の全額を

一旦、お支払い下さい。 
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②料金表 

１.居宅介護支援費（Ⅰ）介護支援専門員取扱い件数（４５件未満） 

 要 介 護 １ ・ 要 介 護 ２ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・・・ １ ， ０ ８ ６ 単 位 / 月 

 要 介 護 ３ ・ 要 介 護 ４ ・ 要 介 護 ５ ・ ・ ・ ・ １ ， ４ １ １ 単 位 / 月 

２.加算の算定について 

① 初回加算        ３００単位/月 

・新規に居宅サービス計画を作成する場合。 

・要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービス計画を作成する場合。 

② 特定事業所加算(Ⅲ)    ３２３単位/月  

・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的と 

した会議を定期的に開催するなど厚生労働大臣が定める基準に適合する場合。 

・地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。 

・介護支援専門員実務研修に協力または協力体制を確保している。 

・他の法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会研修会等を実施している。 

・必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含

む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成する。 

*特定事業所加算の算定要件（追記） 

• 多様化・複雑化する課題に対応するため「特定のテーマに関する事例検討会・

研修などに参加していること」が算定要件に追加  

• 介護支援専門員の専任要件について、介護予防支援や総合相談支援事業を

行う場合に兼務が可能であることを明確化  

• 運営基準減算に関わる算定要件を削除  

• 介護支援専門員が取り扱う 1 人当たりの利用者数に関する算定要件を見直し 

 

③ 入院時情報連携加算 

入院時情報連携加算(Ⅰ)     ２ ５ ０ 単位 ／ 月 

 利用者が入院した日のうちに、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場合に所定単位

数を算定する。なお、入院日以前に情報提供した場合、および居宅介護支援事業所における運

営規程に定める営業時間終了後、または営業日以外の日に入院した場合であって、当該入院日

の翌日に情報を提供した場合も、算定可能である。 

 

  入院時情報連携加算(Ⅱ)     ２ ０ ０ 単位 ／ 月 

 利用者が入院日の翌日、または翌々日に、医療機関の職員に対して必要な情報を提供した場

合に所定単位数を算定する。なお、運営規程に定める当該居宅介護支援事業所の営業時間終了

後に入院した場合であって、当該入院日から起算して３日目が運営規程に定める当該居宅介護

支援事業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日に情報を提供した場

合も、算定可能である。 
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④  通院時情報連携加算     ５ ０ 単位／⽉ 

・利⽤者 1 ⼈につき、1 ⽉に 1 回の算定を限度とする 

・利⽤者が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利⽤者の⼼⾝の状況や 

⽣活環境等の必要な情報提供を⾏い、医師等から利⽤者に関する必要な  

情報提供を受けた上で、居宅サービス計画（ケアプラン）に記録した場合 

⑤  ターミナルケアマネジメント加算    ４００単位/月 

 ・在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又は

その家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前日以内に 2 日以上、当該利用

者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等

を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供し

た場合算定可能である。 

⑥  退院退所加算 

 病院、診療所、地域密着型介護福祉施設、介護保険施設への入院・入所していた者が退院・

退所し、その居宅に おいて居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場合において、

当該利用者の退院又は退所に当たって病院 等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な

情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス 等の利用に関する調整を

行った場合  

（Ⅰ）イ   （＋４５０ 単位） ／回  

〇必要な情報提供を 1 回、カンファレンス以外の方法で受けた場合  

（Ⅰ）ロ   （＋６００ 単位） ／回  

〇必要な情報提供を 1 回、カンファレンスにより受けた場合  

（Ⅱ）イ   （＋６００ 単位） ／回  

〇必要な情報提供を 2 回以上、カンファレンス以外の方法で受けた場合  

（Ⅱ）ロ   （＋７５０ 単位） ／回  

〇必要な情報提供を 2 回以上受け、うち 1 回以上カンファレンスにより受けた場合 （Ⅲ） 

（＋９００ 単位） ／回  

〇必要な情報提供を３回以上受け、うち 1 回以上カンファレンスにより受けた場合 

 

⑦  看取り期におけるサービス利用に至らなかった場合の評価 

居宅サービス等の利用に向けて介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメン

ト業務を行ったものの利用者の死亡によりサービス利用に至らなかった場合に、モニタリン

グやサービス担当者会議における検討等必要なケアマネジメント業務や給付管理のための

準備が行われ、介護保険サービスが提供されたものと同等に取り扱うことが適当と認められ

るケースについて、居宅介護支援の基本報酬の算定を行う。 

 

（２） その他の費用 

① 交通費  

通常の事業の実施地域を越えて指定居宅介護支援事業を行う場合の交通費として利用者から

次の費用を徴収する。     
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１.公共交通機関を使用する場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道毎の実費 

２.自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道１キロメートル毎に１０円 

※この場合には、利用者又はその家族に対して事前に文章で説明した上で、支払いに 

同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。 

 

５． サービスの利用方法 

（１）サービスの利用方法 

まずは電話で申し込み下さい。担当者が伺います。 

契約を締結した後、サービス提供を開始します。 

（２）サービス終了 

ア）利用者の都合でサービスを終了する場合 

・文書で申出があればいつでも解約できます。 

イ） 長生園の都合でサービスを終了する場合 

・まことにやむをえない事情でサービス提供を終了させて頂く場合があ

ります。その場合は終了１ヶ月前までに文書で通知すると共に他の居

宅介護支援事業者を紹介いたします。 

ウ） 自動的終了 

次の場合は、自動的にサービスを終了いたします。 

・利用者が介護保険施設に入所等した場合 

・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が

介護保険の非該当と認定された場合 

・利用者が死亡された場合または被保険者資格を喪失された時 

エ） その他 

利用者や家族の方々などが、長生園や長生園の介護支援専門員に

対して契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通

知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がありま

す。 

 

６.  居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について  

（1）利用者は介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める

ことや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由につ

いて説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。 

   （2）居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資

格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認します。被保険者の住所

などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

 （3）利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該

申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くと

も利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、

必要な援助を行うものとします。  
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（4）利用者が病院等に入院しなければならない場合には、病院等と情報共有や連携を図る

ことで退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため、担当する介護支援専門員

の名前や連絡先を病院等へ伝えてください。  

 

（５）前 6 か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所

介護、福祉用具貸与（以下、訪問介護等という。）の各サービスの利用割合および前 6 

か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護等のサービスごとの同一事業者によっ

て提供されたものの割合について、別紙をもちいて説明いたします。  

７． 虐待防止に関する事項 

（1） 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講

ずるものとする。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を

図る 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

（2） 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を

現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、こ

れを市町村に通報するものとする。 

 

８． 業務継続計画の策定 

（1） 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の

提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じるものとする。 

（2）  事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施するものとする。 

（3）  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

 

９． 衛生管理等 

 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を

講じるものとする。 
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（１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 

（３）事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修

及び訓練を定期的に実施する。 

 

１０．  ハラスメントの防止 

    （１）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第 11 条第

１項 及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律 第 30 条の２第１項 の規定に基づき、 セクシュアルハラスメントやパ

ワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じます。 

    （２）利用者及びその家族はサービス利用に当たって、次の行為を禁止します 

 ① 介護支援専門員その他従業者に対する身体的暴力（直接的、間接的を問わず

有形力を用いて危害を及ぼす行為） 

 ② 介護支援専門員その他従業者に対する精神的暴力（人の尊厳や人格を言葉や

態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為）  

③ 介護支援専門員その他従業者に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない

性的誘いかけ、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為等） 

 １１ . 秘密の保持 

（１）当園の職員は、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関 する

秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の事項についての情報提供

について、当園は利用者及び扶養者から、予め同意を得た上で行う事としますが、サ

ービス担当者会議等において居宅介護支援計画作成等についての個人情報使用に

ついては、本重要事項説明書での同意により了承を得たこととします。 

・介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者、その他の

介護保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療

機関等への療養情報の提供。介護保険サービスの質の向上のための、研究

発表会等での事例研究発表等。なお、この場合、利用者個人を特定できな

いように仮名等を使用することを厳守します。 

 

 

（２）前項に掲げる事項は、利用終了後・契約終了後も同様の取り扱いとします。 

 

１２． 事故発生時の対応 

      利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに

市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
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１３．長生園のサービスに関する相談・苦情 

（１）当事業所における利用者の相談・苦情の受付は 

管理者  朝﨑 小雪 

担当者  主任介護支援専門員 

電 話  ０９９６－２１－１２５０ 

 

（２）公的機関への相談 

薩摩川内市役所（高齢・介護福祉課） 電話（０９９６）２３－５１１１ 

       住所 〒895-8650 薩摩川内市神田町３－２２ 

 

県高齢者生き生き推進課    電話（０９９）２８６－２６９６ 

       住所 〒890-8577 鹿児島市鴨池新町１０番１号 

 

県国民健康保険団体連合会   電話（０９９）２１３－５１２２ 

       住所 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町６番６号 

鴨池南国ビル内 

 

１４． 身分証携行義務  

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の

家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 
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 個人情報使用同意書 

   

私（利用者及びその家族）の個人情報については、次に記載する

ところにより必要最小限の範囲内で使用する事に同意します。 

記 

1、   使用する目的 

利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供されるために実施さ

れるサービス担当者会議、介護支援専門員と事業者との連絡調整などにおいて必要な場

合。 

 

2、   使用する事業者の範囲 

居宅サービス計画に定められた事業者 

 

3、  個人情報の内容 

・氏名、住所、健康状態、病歴、家庭状況、介護保険認定結果など、事業者が居宅介護

支援サービスを行うために最小限必要な利用者や家族個人に関する情報 

・その他の情報 

※ 「個人情報」とは、利用者個人及びその家族に関する情報であって、特定の個人が

識別され、または識別され得るものをいいます。 

 

4、  使用する期間 

契約締結日から契約終了まで 

 

5、  条件 

（1） 個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外のものに漏れ

る事がないよう細心の注意を払う事。 

（2） 個人情報を使用した会議、相手方、内容などの経過を記録しておく事。 

 

 


